
試験期区分 試験区分 受験年齢等 試験案内公開日 試験日 試験会場 合格発表（予定）

薬剤師 昭和41年４月２日以降に生まれた者で、薬剤師の免許を有する者、又は令和８年４月30
日までに取得見込みの者

薬剤師　《職務経験者》　※
昭和41年４月２日以降に生まれた者で、薬剤師の免許を有し、病院又は薬局等での薬
剤師としての職務経験が９年以上ある者

助産師、看護師、薬剤師 昭和41年４月２日以降に生まれた者で、受験する職種の免許を有する者、又は令和８年
４月30日までに取得見込みの者

臨床検査技師、臨床工学技士、視能訓練士、
医療ソーシャルワーカー

昭和61年４月２日以降に生まれた者で、受験する職種の免許又は資格を有する者、又
は令和８年４月30日までに取得見込みの者

心理判定員 昭和61年４月２日以降に生まれた者で、受験する職種の資格を有する者、又は令和８年
３月31日までに取得見込みの者

助産師　《職務経験者》　※
昭和41年４月２日以降に生まれた者で、助産師の免許を有し、病院等での助産師として
の職務経験が13年以上ある者

薬剤師　《職務経験者》　※
昭和41年４月２日以降に生まれた者で、薬剤師の免許を有し、病院又は薬局等での薬
剤師としての職務経験が９年以上ある者

助産師、看護師、薬剤師 昭和41年４月２日以降に生まれた者で、受験する職種の免許を有する者、又は令和８年
４月30日までに取得見込みの者

薬剤師　《職務経験者》　※
昭和41年４月２日以降に生まれた者で、薬剤師の免許を有し、病院又は薬局等での薬
剤師としての職務経験が９年以上ある者

※ 職務経験者試験の合格者は、一般の試験に比べて、初任給や採用時の職位の面で有利となります。

《障害者を対象とした採用選考試験》　　　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方を対象とした試験です。
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助産師、看護師、薬剤師 昭和41年４月２日以降に生まれた者で、受験する職種の免許を有する者、又は令和８年
４月30日までに取得見込みの者

診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、
管理栄養士、医療ソーシャルワーカー

昭和61年４月２日以降に生まれた者で、受験する職種の免許又は資格を有する者、又
は令和８年４月30日までに取得見込みの者

心理判定員、医療情報技師 昭和61年４月２日以降に生まれた者で、受験する職種の資格を有する者、又は令和８年
３月31日までに取得見込みの者

診療情報管理士 昭和61年４月２日以降に生まれた者で、受験する職種の資格を有する者、又は令和８年
４月30日までに取得見込みの者

【注意事項】
１．上表の予定は変更する場合がありますので、必ず高知県公営企業局県立病院課ホームページの試験案内でご確認ください。
２．各試験の実施内容（試験区分、受験資格、採用予定人員など）は、試験案内でお知らせします。
３．試験の申込みは原則として、インターネットで受け付けます。パソコンやスマートフォンでインターネットに接続することができない方は、高知県公営企業局県立病院課に電話でお問い合わせください。
４．「障害者を対象とした採用選考試験」においては、点字による受験ができます。

　令和７年度　高知県職員（県立病院）採用選考試験日程 令和７年４月１１日

申込み受付期間

申込み受付期間

４月期試験 ３月14日（金） ３月14日（金） ～ ４月４日（金） ４月19日（土） 高知市内 ６月２日（月）

５月期試験 ４月11日（金） ４月11日（金） ～ ５月９日（金）
５月24日（土）

５月25日（日）
高知市内 ６月13日（金）

８月期試験
・

１２月期試験

７月４日（金） ７月４日（金） ～ ８月８日（金）
８月30日（土）

８月31日（日）
高知市内 ９月19日（金）

助産師　《職務経験者》　※
昭和41年４月２日以降に生まれた者で、助産師の免許を有し、病院等での助産師として
の職務経験が13年以上ある者

10月17日（金）
10月17日
（金）

～ 11月14日（金）
12月６日（土）

12月７日（日）
高知市内 12月26日（金）

８月期試験 ７月４日（金） ７月４日（金） ～ ８月８日（金）
８月30日（土）

８月31日（日）
高知市内 ９月19日（金）

○助産師資格取得支援制度
　

看護師として採用された後、助産師資格取得のため、助産師養成機

関へ進学することができます。

在学中は、職員の身分を有し、給与も支給されます。

※資格取得後、県立病院で５年以上勤務することなく退職した場合

看護師○勤務地限定職員制度

勤務地を試験申込時に選択することができ、採用後、本人が希望する

場合を除いて勤務地は変わりません。

 （高知県には「あき総合病院」「幡多けんみん病院」の２つの県立病院

　があります。）

助産師・薬剤師○初任給調整手当を支給

採用日から最長１５年間、１か月あたり最大５万円の

初任給調整手当が支給されます。

※新卒採用者の場合で15年、既卒者は大学卒業

　後の年数に応じて支給期間を決定します。

※手当の額は、順次、逓減します。

薬剤師

【問い合わせ先】

高知県公営企業局県立病院課経営支援担当

住所： 高知市丸ノ内１－７－52　県庁西庁舎７階

電話： ０８８－８２１－４６３４

Ｅ－Mail： 610101@ken.pref.kochi.lg.jp

県立病院課ホームページ　試験案内はこちらから ⇒

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/saiyousenkousikenannai/


